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１．制度について
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● 傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給さ

れる給付金です。

１．制度について

【 傷病手当金の支給条件 】
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● 傷病手当金は、支給が始まった日（支給開始日）から支給期間（実際に支給された期間）を通算し

て１年６カ月の期間を限度として、支給されます。

１．制度について

【 傷病手当金の支給期間 】
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１．制度について

※ 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

×

➁-1：退職日の前日までに連続して3日以上休業していない ➁-2：退職日の前日までに連続して3日以上休業しており、退職日も休業している

● 下記①～⑤の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることがで

きます。ただし、下記⑤のとおり喪失後の支給期間は継続している必要があります。

【 退職等で資格を喪失した場合 】

退職日 退職日

1 2 21 3
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１．制度について

※不備や調査事項がある場合を除く

※ 申請書に不備等がない場合は、支部に申請書が到着した日（受付日）から2週間程度で支給されますが、
   不備等があった場合は郵送で申請書をお返しすることになりますので、記入誤り・記入漏れにご注意ください。

※ 記入漏れのチェックや、郵送や返戻のお時間が省略できる電子申請をぜひご利用ください。

【 申請の流れ 】

● 病気やケガで４日以上（待期期間を含む）仕事に就けなかったときは、「傷病手当金支給申請書」

に事業主と療養担当者（医師等）の証明を受け、協会けんぽへ提出してください。

病気やケガで４日以上
（待期期間を含む）
仕事を休んだ
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２．申請書の書き方（よくある返戻事例）
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２．申請書の書き方

氏名（カタカナ）をご記入ください
振込先の口座名義となります

口座名義が氏名と相違している場合は、下記の書類を添付してください。
(氏名欄は健康保険加入の氏名をご記入ください。)
・外国の方…預金通帳の写し
・旧姓の方…運転免許証の写し等、氏名変更が確認できる書類および預金通帳の写し
※ 預金通帳の写しに「旧姓口座に振込希望」と明記

ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

＜ １ページ ～被保険者記入用～ ＞

公金受取口座を利用して給付金等を受け取ることが可能となる

ことから、申請書に利用希望有無の欄が新たに追加となりました。

● 公金受取口座利用欄を「1.希望する」と記入

→ 振込先情報の記入は不要

 ● 公金受取口座利用欄を「2.希望しない」と記入

 → 振込先情報の記入が必要

＜ 公金受取口座 ＞
給付金等の受取のため、金融機関にお持ちの預貯金口座を
国（デジタル庁）に登録できる制度になります。

※参考資料 デジタル庁 公金受取口座登録制度

マイナンバーを記入した場合は、本人確認書類等の添付が必要です。
添付がない場合は、お返しすることになります。
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２．申請書の書き方

● マイナンバーを利用した情報照会にて、公金受取口座情報を取得できなかったという理由で申請書

をお返しすることがあります。

① 「マイナポータル」アプリにログイン

② トップページ内の「おかね」エリアの公金受取口座を選択

③  「登録を始める」をタップし、口座情報を入力

④ 口座情報の登録を完了させる

【 公金受取口座の登録方法 】

※ 公金受取口座を希望（登録）されない場合は、
申請書にご希望の被保険者名義の口座をご記入ください。

＜ 公金口座の登録について ＞
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協会 太郎
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確認事項①(報酬)の記入もれにご注意ください。
記入のもれは返戻となります。ご注意ください。

事業主証明の賃金状況欄に賃金の支給証明があり、
①-1欄が「1.はい(賃金支給あり)」、
①-2欄が「2.いいえ(証明が相違している)」と記入の場合、又は
空欄の場合は証明内容の確認が必要となるため、返戻となります。

２．申請書の書き方 ＜ ２ページ ～被保険者記入用～ ＞

①申請期間（療養のため休んだ期間）は必ず記入してください。

③傷病名の は必ず記入してください。（4ページの療養担当者記入用と同じ場合）

⑤-1 傷病の原因は必ず記入してください。（業務外での傷病は「1」）
 ※ 誤記入が多い箇所です。

⑤-2 労災や通災を請求中の場合でもご申請できますが、その場合は「2」を記入し、
 労働基準監督署名も記入してください。
 ※ 労災や通災が認定された場合、傷病手当金を返納いただくことになります。

⑥  第三者の行為（交通事故やケンカ等）による負傷であれば、「第三者行為によ
 る傷病届」を併せてご提出ください。
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ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

0 8    0 1

0 8     0 2

北海道札幌市〇〇〇
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
011-000-0000

0 8       0 2      2 8

・「年月欄」には、申請期間に対応する年月を記入してください。
※ 出勤や給与の支給がない場合でも必ず記入

例）申請期間:令和8年1月16日～令和8年2月15日→令和08年01月、02月
 令和7年9月1日～令和7年12月31日→令和07年9月～12月

※ 4か月以上になる場合は、事業主証明を複数枚添付してください。

・申請期間内に出勤日があれば、「〇」を記入してください。
※ 待期期間の初日が早退の場合は「早」を記入してください。
※ 旧様式での「／」「公」「△」といった記入は不要です。
「〇」及び待期期間の初日の「早」以外は記入不要です。

２．申請書の書き方 ＜ ３ページ ～事業主記入用～ ＞

・申請期間内の出勤していない日に対して、報酬等の支払がない場合
は記入不要です。

※ 基本給や諸手当全て欠勤控除している場合も記入不要です。
※ 時間給や歩合給、時間外手当など実働分や一時金のみの場合も記入不要
です。

・事業主欄、証明日は必ず記入してください。

※ 申請期間が退職日以前の期間を含まない場合、
「3ページ～事業主記入用～」の添付は不要です。
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• 申請期間：1/16～2/15

• 給与締日：15日〆

• 出勤日 ：なし

• 給与支給：なし

２．申請書の書き方

【 例１ 】

ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

0 8    0 1

0 8     0 2

北海道札幌市〇〇〇
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
011-000-0000

0 8       0 2      1 5

・氏名（カナ）を記入

・申請期間の年月を記入
・申請期間内の出勤は無いため、
 出勤日欄は記入しない

・申請期間内の給与支給がない
 ため、記入しない
 （0円も書かない）

・事業主欄、証明日は必ず記入

＜ ３ページ ～事業主記入用～ ＞
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• 申請期間：1/16～2/15

• 給与締日：15日〆

• 出勤日 ：1/16（早退）、1/26（早退）

• 給与支給：出勤日（早退含む）に対してのみ支給

２．申請書の書き方

【 例２ 】

ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

0 8    0 1

0 8     0 2

北海道札幌市〇〇〇
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
011-000-0000

0 8       0 2      1 5

・氏名（カナ）を記入

・申請期間の年月を記入
・待期初日の早退のみ「早」を記入
・それ以外の早退や出勤は「〇」を記入

・出勤（早退を含む）に対する報酬は記入しない

・事業主欄、証明日は必ず記入

1/19

早 〇 〇

＜ ３ページ ～事業主記入用～ ＞
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• 申請期間：1/16～2/15

• 給与締日：15日〆

• 出勤日 ：なし

• 給与支給：家族手当（5,000円）を満額支給

２．申請書の書き方

【 例３ 】

ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

0 8    0 1

0 8     0 2

北海道札幌市〇〇〇
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
011-000-0000

0 8       0 2      1 5

・氏名（カナ）を記入

・家族手当は満額支給（休んだ日に対しても支給）しているため、給与
 締日に合わせて記入

※ 20日〆であれば、「12/21～1/20 5,000円」「1/21～2/20 5,000円」2段記入

・有給は対象期間と金額を記入
※ 連続していない場合は、期間を区切って、欄を分けて記入

・通勤手当は実費分のみの支給（休んだ日に対しては支給されていな
い）のため、記入しない

・事業主欄、証明日は必ず記入

有給2/1～2/5、2/10（日給10,000円）

通勤手当は実費分を支給

・申請期間の年月を記入
・申請期間内の出勤は無いため、
 出勤日欄は記入しない

0 8     0 1   1 6 0 8     0 2   1 5 5 0 0 0

0 8     0 2   0 1 0 8     0 2   0 5 5 0 0 0 0

0 8     0 2   1 0 0 8     0 2   1 0 1 0 0 0 0

＜ ３ページ ～事業主記入用～ ＞
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• 申請期間：1/1～2/28

• 給与締日：末日〆

• 出勤日 ：1/5

• 給与支給：出勤1/5（日給10,000円）

２．申請書の書き方

【 例４ 】

ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

0 8    0 1

0 8     0 2

北海道札幌市〇〇〇
△△株式会社
代表取締役 □□ □□
011-000-0000

0 8       0 2      2 8

・氏名（カナ）を記入

・出勤（早退を含む）に対する報酬は記入しない

・有給は対象期間と金額を記入
※ 連続していない場合は、期間を区切って、欄を分けて記入

・通勤手当など過去に支払ったものでも、申請期間が一部でも含まれる
 手当は全て記入してください。

※ 定期代を被保険者から返金してもらう場合は、支給がなかったものとなるため、
 記入不要となります。

・事業主欄、証明日は必ず記入

有給1/13、有給1/19（日給10,000円）

通勤手当10/1～3/31（70,000円）

・申請期間の年月を記入
・申請期間内出勤は「〇」を記入

0 8     0 1   1 3 0 8     0 1   1 3

0 8     0 1   1 9 0 8     0 1   1 9 1 0 0 0 0

0 7     1 0   0 1 0 8     0 3   3 1 7 0 0 0 0

〇

1 0 0 0 0

＜ ３ページ ～事業主記入用～ ＞
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ｷ  ｮ ｳ ｶ ｲ     ﾀ  ﾛ ｳ

証明年月日は労務不能と認めた期間以降の日付をご記入ください。
証明日が労務不能期間より前の場合は、お返しする場合があります。

労務不能と認めた期間：令和8年1月16日～令和8年2月15日

２．申請書の書き方 ＜ ４ページ ～療養担当者記入用～ ＞

患者氏名は カタカナ で記入

記入もれや記入誤りがないか必ずご確認ください。

被保険者ご本人さまが依頼された内容と相違する場合などが
あれば、療養担当者へご相談ください。

× 令和8年2月14日以前

北海道札幌市〇〇〇
△△クリニック
□□ □□
011-000-0000

0 8 0 2       1 5

0 8 0 2       1 5

0 8 0 1       1 6

証明年月日：〇 令和8年2月15日以降
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３．支給金額について
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３．支給金額について

【具体例】
傷病手当金の支給開始日：令和8年2月19日（直近1年の標準報酬月額は令和7年3月～令和8年2月）
直近の標準報酬月額：令和7年3月～令和7年9月が26万円 令和7年10月～令和8年2月が30万円の場合

① [（26万円×7か月）+（30万円×5か月）]÷12か月＝276,666.6…円（直近1年間の標準報酬月額の平均額）

② 276,666.6…÷30＝9,222.2…（10円未満を四捨五入）→ 9,220円

③ 9,220円×3分の2＝6,146.6…（1円未満を四捨五入）→ 6,147円

令和8年1月
（支給開始日）

令和7年9月令和7年2月 26万円 30万円

● 傷病手当金の１日あたりの支給額は、「傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の協会けんぽの

被保険者期間で継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」です。

● 給与が支払われている場合は、支給額から差し引かれ、支給額以上の給与や手当が支払われているとき

は、その間不支給となります。

※ 協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額
   ・30万円（支給開始日が令和7年3月31日までの方）
   ・32万円（支給開始日が令和7年4月1日以降の方）※

（傷病手当金の１日あたり支給額）

【具体例】
傷病手当金の支給開始日：令和8年1月19日（直近1年の標準報酬月額は令和7年2月～令和8年1月）
直近の標準報酬月額：令和7年2月～令和7年8月が26万円 令和7年9月～令和8年1月が30万円の場合
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３．支給金額について

• 申請期間：1/16～2/15

• 給与締日：15日〆

• 出勤日 ：なし

• 給与支給：家族手当（5,000円）を満額支給･･･①

● 14ページの【 例３ 】のケースで支給額を計算

有給2/1～2/5、2/10（日給10,000円）･･･②

通勤手当は実費分を支給

（傷病手当金の１日あたり支給額 6,147円の場合）

① 5,000円÷31日（1/16～2/15）＝161.2･･･（1円未満を切り上げ）→162円
② 2/1～2/5、2/10に対して1日10,000円

● 出勤していない日の報酬は、いくら支払われているか？

● 傷病手当金の支給金額

・待期期間1/16～1/18 支給期間1/19～2/15
・2/1～2/5、2/10は、報酬10,000円＞傷病手当金の1日の支給額6,147円のため、不支給
・それ以外の日については、報酬162円＜6,147円のため、１日あたり差額の5,985円が支給

→ 支給対象日は、待期期間と有給を除く、1/19～1/31、2/6～2/9、2/11～2/15の計22日

→ 合計支給額は、5,985円×22日＝ 131,670円 となります。
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４．電子申請について
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４．電子申請について

加入者の利便性の向上や負担軽減及び業務効率化のため、政府の「デジタル・ガバメント実行計画」及び

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく電子申請サービスの導入を推進することとし、令和８年

１月１３日よりサービスを開始しました。

背景・目的

電子申請の利用方法

被保険者、被扶養者（一部申請に限る）、社会保険労務士（保健事業は除く）

※ 被保険者と被扶養者は、マイナンバーカードで本人確認を行うため、マイナンバーカード所持者が
 利用可能。

※ 社会保険労務土は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能。

利 用 対 象 者

利 用 可 能 時 間
平日8時～21時
※ 土日祝日および年末年始（12/29－1/３）を除く

申 請 の 流 れ
（概要）

①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン。

②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用（被保険者および被扶養者）して協会けんぽの

資格情報を取得。

③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード。

④申請完了。給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査状況が確認可能。
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４．電子申請について

● 電子申請サービスをご利用いただくには、ご自身のマイナンバーカードが必要となります。

＜ 電子申請の利用対象者 ＞
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● 事業主や健康保険委員等ご担当者さまがご加入者さまの電子申請を代理ですることはできません。

● 社会保険労務士は、委任状があれば、ご加入者さまの申請を代理ですることが可能です。

４．電子申請について ＜ 電子申請の利用対象者 ＞
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４．電子申請について

⚫ 傷病手当金支給申請書
⚫ 出産手当金支給申請書
⚫ 出産育児一時金支給申請書
⚫ 出産育児一時金内払金支払依頼書
⚫ 埋葬料（費）支給申請書
⚫ 療養費支給申請書（立替払等）
⚫ 療養費支給申請書（治療用装具）
⚫ 高額療養費支給申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出書
⚫ 任意継続被保険者資格喪失申出書
⚫ 限度額適用認定申請書
⚫ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
⚫ 任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更（訂正）届
⚫ 任意継続被保険者被扶養者（異動）届
⚫ 任意継続被扶養者変更（訂正）届
⚫ 高齢受給者証再交付申請書
⚫ 特定疾病療養受療証交付申請書
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用）
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用）
⚫ 海外療養費支給申請書
⚫ 高額医療費貸付金貸付申込書
⚫ 出産費貸付金貸付申込書
⚫ 移送費支給申請書
⚫ 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 健康保険法第１１８条第1項該当・非該当届
⚫ 資格確認書交付申請書

＜適用・給付関連申請書＞

⚫ 特定健康診査受診券（セット券）申請書
⚫ 特定保健指導利用券申請書

＜保健関連申請書＞

申請書により申請書情報の入力・添付書類の登録方法が異なります。

⚫ 高齢受給者証再交付申請書
⚫ 資格確認書交付申請書

につきましては、社会保険労務士と任意継続被保
険者の方のみ申請可能。

⚫ 療養費支給申請書（立替払等）

開封厳禁の診療報酬明細書等を添付する必要があ
る場合は、電子申請の対象外となります。

＜ 電子申請対象の申請書 ＞
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４．電子申請について

1. 「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトへログイン
2. 利用規約・個人情報の取扱いに同意
3. 申請書を選択
4. マイナンバーカードを利用して協会けんぽの資格情報を取得（加入者の方）
5. 申請情報を入力
6. 添付書類のアップロード
7. 入力内容を確認し送信

<申請書を選択> <マイナンバーカード読み取り> <申請する資格を選択> <申請書情報入力>

マイナポータルの自己
情報取得機能より資格
情報を取得

１２３４５６７８‐０
０

平成３０年  （２０１８年) １２
月３１日

東京支部

被保険者

＜ 電子申請の流れ ＞
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４．電子申請について

● 傷病手当金の電子申請をする場合、基本情報を含む申請書情報は全てWeb上で入力し、添付書類は

電子ファイルをアップロードします。

証明書

（医師証明・
事業主証明など）

＜ 添付書類のアップロード ＞
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４．電子申請について

・申請書情報として入力した内容をイ
メージ化した画像データ

・添付書類の画像データ

・入力内容のJSONファイル（返戻され
たデータを利用して再申請する際の
ファイル）

⚫ 電子申請サービスでは給付金等の審査状況を確認できます。

⚫ 決裁状況に応じ「受付」・「審査中」・「審査完了」・「返戻」の進捗ステータス及び状況コメントが利

用者側の電子申請サービス画面上で確認が可能となります。

⚫ 返戻となった場合は、返戻理由のお知らせ・申請ファイルを電磁的方法によりお返しします（電子ポスト

機能）。また、郵送でもお知らせします。

⚫ なお、再申請する際は、申請ファイルを利用することができます。

⚫ 審査結果は郵送でもお送りします。

【ダウンロードできるデータ】

・返戻理由のお知らせ（PDF）

＜ 電子申請にかかる審査状況の確認 ＞
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４．電子申請について

【 メッセージ表示について 】

＜ 電子申請にかかる留意点 ＞
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【 画面の移動について 】 【 入力データの保存について 】

４．電子申請について ＜ 電子申請にかかる留意点 ＞
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４．電子申請について

【 セッションタイムアウトについて 】 【 不正遷移画面について 】

＜ 電子申請にかかる留意点 ＞
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４．電子申請について

⚫ 印刷や郵送にかかる費用や時間の削減

⚫ 申請前の入力チェック等による記入もれの防止

⚫ 申請後の処理状況を確認できる

電子申請の特設ページは
こちらをご覧ください。

ぜひご利用ください。

＜ 電子申請のメリット ＞
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ご清聴ありがとうございました。

※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください！

【お問合せ先】
協会けんぽ北海道支部 業務部 業務グループ
TEL：011-726-0352（代表）
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